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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後胴周り域のうちの一方である第１胴周り域と、もう一方である第２胴周り域とが胴
周り方向に同じ幅を有していて、前記胴周り方向の両側それぞれにおける側部どうしが剥
離可能かつ再結合可能な連結手段を介してつながっており、前記第１、第２胴周り域を重
ね合わせた状態において、前記第１、第２胴周り域の前記胴周り方向における前記連結手
段の断面形状が前記第１、第２胴周り域の幅を二等分する中心線に関して対称なＺ字形お
よび逆Ｚ字形のいずれかを成しているパンツ型の着用物品であって、
　前記連結手段が、前記Ｚ字形および前記逆Ｚ字形のいずれかを成すように畳まれたシー
ト状の支持部材と、前記支持部材に取り付けられたファスナ部材とを含み、前記支持部材
が互いに平行する頂辺と底辺と、これら両辺の端部どうしにつながる中間辺とを有してい
て、前記頂辺の両端部が前記中間辺につながる頂部結合端部とこれに対向する頂部開放端
部とから成り、前記底辺の両端部が前記中間辺につながる底部結合端部とこれに対向する
底部開放端部とから成り、前記頂辺が前記第１胴周り域の内面に剥離不能に取り付けられ
ており、前記底辺が前記第２胴周り域の内面に対して前記ファスナ部材を介して剥離可能
かつ再結合可能に取り付けられており、
　前記支持部材は、前記底辺と前記中間辺とのそれぞれを覆うように、前記底部開放端部
近傍から前記底辺と前記中間辺とに沿って前記頂部結合端部に向かって延びるシート状の
重ね合わせ部を有し、前記重ね合わせ部が前記底部開放端部と前記頂部結合端部との間に
形成される第１接合域において前記底辺と前記中間辺とに接合しており、
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　前記頂辺は、前記中間辺および前記中間辺における前記重ね合わせ部のいずれかと第２
接合域において接合しており、
　前記Ｚ字形および前記逆Ｚ字形の高さ方向において前記第１接合域と第２接合域とが前
記中間辺および前記中間辺における前記重ね合わせ部のいずれかを介して重なり合ってい
ることを特徴とする前記パンツ型着用物品。
【請求項２】
　前記頂部結合端部と前記底部結合端部との間において前記第１接合域と前記第２接合域
との重なり合う寸法が少なくとも３ｍｍである請求項１記載のパンツ型着用物品。
【請求項３】
　前記ファスナ部材が粘着剤、メカニカルファスナのフック部材およびメカニカルファス
ナのループ部材のいずれかであって、前記第２胴周り域の内面には前記ファスナ部材の再
結合可能な相手方部材が設けられている請求項１または２記載のパンツ型着用物品。
【請求項４】
　前記支持部材が繊度１～５ｄｔｅｘの熱可塑性合成繊維からなり坪量１０～７０ｇ／ｍ
２を有する不織布で形成されている請求項１～３のいずれかに記載のパンツ型着用物品。
【請求項５】
　前記頂辺と前記中間辺および前記中間辺における前記重ね合わせ部のいずれか
とは、前記頂部結合端部の近傍において、前記第２接合域を有しておらず互いに離間して
いる請求項１～４のいずれかに記載のパンツ型着用物品。
【請求項６】
　前記底辺と前記重ね合わせ部とは、前記底部開放端部の近傍において、前記第１接合域
を有しておらず互いに離間している請求項１～５のいずれかに記載のパンツ型着用物品。
【請求項７】
　前記重ね合わせ部が前記支持部材を前記底部開放端部において折り返すことにより形成
されている請求項１～６のいずれかに記載のパンツ型着用物品。
【請求項８】
　前記重ね合わせ部が前記支持部材とは別体のシート状材料で形成されている請求項１～
６のいずれかに記載のパンツ型着用物品。
【請求項９】
　前記第１接合域および前記第２接合域のいずれかが、前記支持部材と前記重ね合わせ部
とに含まれる前記熱可塑性合成繊維どうしを融着させることにより形成されている請求項
４～８のいずれかに記載のパンツ型着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、使い捨てのパンツ型おむつやトレーニングパンツ等のパンツ型の着用物品
であって、前後胴周り域が分離可能かつ再結合可能な連結手段によってつながれている前
記着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、前胴周り域と後胴周り域とが分離可能かつ再結合可能な連結手段を介してつなげ
られているパンツ型着用物品は周知である。たとえば、ＥＰ　１　５２３　９６８　Ａ１
号公報（特許文献１）には、この種の連結手段が開示されている。この連結手段では、シ
ート片がＺ字形および逆Ｚ字形に折曲されており、Ｚ字形の頂辺が前後胴周り域のうちの
一方の胴周り域の内面に剥離不能に接合されており、Ｚ字形の底辺には例えばメカニカル
ファスナのループ部材が取り付けられていて、このループ部材がもう一方の胴周り域の内
面に取り付けられたフック部材に結合している。頂辺と底辺とは、それらの端部どうしが
中間辺を介してつながっている。そして、頂辺と中間辺とは、対向面どうしが分離不能に
接合している。
【特許文献１】ＥＰ　１　５２３　９６８　Ａ１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記従来の連結手段は、着用物品の内面に取り付けられるものであるから、シート片に
は柔軟で肌触りのよいものを使用することが好ましい。一方、この着用物品を着用すると
きの連結手段では、Ｚ字形に折曲されていたシート片の底辺と中間辺とが直状となるよう
に伸展して、連結手段には胴周り方向の張力が作用する。その張力は、中間辺に作用する
ときに、中間辺が頂辺との接合域を形成し始める部位に集中するので、中間辺には、その
張力に耐えるような強度が求められる。しかし、本発明者が知見したところによれば、そ
のような強度を備えていてしかも柔軟で肌触りのよいシート片を入手することは必ずしも
容易ではない。柔軟で肌触りのよいシート材料は、高い強度を有していないことが多いか
らである。
【０００４】
　そこで、この発明は、パンツ型着用物品においての連結手段に柔軟で肌触りのよいシー
ト材料を使用することができるように改良を施すことを課題にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決するために、この発明が対象とするのは、前後胴周り域のうちの一方で
ある第１胴周り域と、もう一方である第２胴周り域とが胴周り方向に同じ幅を有していて
、前記胴周り方向の両側それぞれにおける側部どうしが剥離可能かつ再結合可能な連結手
段を介してつながっており、前記第１、第２胴周り域を重ね合わせた状態において、前記
第１、第２胴周り域の前記胴周り方向における前記連結手段の断面形状が前記第１、第２
胴周り域の幅を二等分する中心線に関して対称なＺ字形および逆Ｚ字形のいずれかを成し
ているパンツ型の着用物品である。
【０００６】
　かかるパンツ型着用物品において、この発明が特徴とするところは、次のとおりである
。前記連結手段は、前記Ｚ字形および前記逆Ｚ字形のいずれかを成すように畳まれたシー
ト状の支持部材と、前記支持部材に取り付けられたファスナ部材とを含み、前記支持部材
が互いに平行する頂辺と底辺と、これら両辺の端部どうしにつながる中間辺とを有してい
る。前記頂辺の両端部は、前記中間辺につながる頂部結合端部とこれに対向する頂部開放
端部とから成る。前記底辺の両端部は、前記中間辺につながる底部結合端部とこれに対向
する底部開放端部とから成る。前記頂辺は、前記第１胴周り域の内面に剥離不能に取り付
けられており、前記底辺が前記第２胴周り域の内面に対して前記ファスナ部材を介して剥
離可能かつ再結合可能に取り付けられている。前記支持部材は、前記底辺と前記中間辺と
の対向面のそれぞれを覆うように、前記底部開放端部近傍から前記底辺と前記中間辺とに
沿って前記頂部結合端部に向かって延びるシート状の重ね合わせ部を有し、前記重ね合わ
せ部が前記底部開放端部と前記頂部結合端部との間に形成される第１接合域において前記
底辺と前記中間辺とに接合している。前記頂辺は、前記中間辺および前記中間辺における
前記重ね合わせ部のいずれかと第２接合域において接合している。前記Ｚ字形および前記
逆Ｚ字形の高さ方向において前記第１接合域と第２接合域とが前記中間辺および前記中間
辺における前記重ね合わせ部のいずれかを介して重なり合っている。
【０００７】
　この発明の実施態様の一つにおいて、前記頂部結合端部と前記底部結合端部との間にお
いて前記第１接合域と前記第２接合域との重なり合う寸法が少なくとも３ｍｍである。
【０００８】
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記ファスナ部材が粘着剤、メカニカルファ
スナのフック部材およびメカニカルファスナのループ部材のいずれかであって、前記第２
胴周り域の内面には前記ファスナ部材の再結合可能な相手方部材が設けられている。
【０００９】
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記支持部材が繊度１～５ｄｔｅｘの熱可塑
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性合成繊維からなり坪量１０～７０ｇ／ｍ２を有する不織布で形成されている。
【００１０】
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記頂辺と前記中間辺および前記中間辺にお
ける前記重ね合わせ部のいずれか
とは、前記頂部結合端部の近傍において、前記第２接合域を有しておらず互いに離間して
いる。
【００１１】
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記底辺と前記重ね合わせ部とは、前記底部
開放端部の近傍において、前記第１接合域を有しておらず互いに離間している。
【００１２】
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記重ね合わせ部が前記支持部材を前記底部
開放端部において折り返すことにより形成されている。
【００１３】
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記重ね合わせ部が前記支持部材とは別体の
シート状材料で形成されている。
【００１４】
　この発明の実施態様の他の一つにおいて、前記第１接合域および前記第２接合域のいず
れかが、前記支持部材と前記重ね合わせ部とに含まれる前記熱可塑性合成繊維どうしを融
着させることにより形成されている。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明に係るパンツ型着用物品は、それを着用すると、連結手段においてＺ字形およ
び逆Ｚ字形のいずれかの形状に畳まれていた支持部材の底辺と中間辺とが直状を成すよう
に伸展する。底辺と中間辺とには第１接合域を介して重ね合わせ部が接合しており、その
第１接合域は、頂辺と中間辺および中間辺における重ね合わせ部のいずれかと接合する第
２接合域に対して中間辺および中間辺における重ね合わせ部のいずれかを介して重なり合
っている。それゆえ、シート状の支持部材に柔軟で肌触りのよい不織布等を使用したとし
ても、着用した着用物品において伸展した底辺と中間辺とに胴周り方向への伸長力が作用
することによって支持部材が第２接合域の近傍で簡単に破断するということがない。
【００１６】
　この発明における各種の態様と、その態様によって得られる効果とは、以下の説明にお
いて詳述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　添付の図面を参照してこの発明に係るパンツ型着用物品の詳細を説明すると、以下のと
おりである。
【００１８】
　図１は、パンツ型着用物品の一例であるパンツ型使い捨ておむつ１の部分破断斜視図で
ある。おむつ１は、前胴周り域６と、後胴周り域７と、これら両域６，７間に介在する股
下域８とを有し、これら各域６，７，８が互いに重なり合う内面シート２と外面シート３
とによって形成されている。内面シート２の内側には体液吸収部材５が取り付けられてい
る。前後胴周り域６，７は、胴周り方向Ｐにおけるそれぞれの側部１２，１３どうしが左
側部の連結手段１４Ｌと右側部の連結手段１４Ｒとを介して開閉可能につながっている。
側部１２，１３どうしが閉じた状態にあるおむつ１は、胴周り開口１６と一対の脚周り開
口１７とを有し、開口１６の縁部には前胴周り弾性部材１８ａと後胴周り弾性部材１８ｂ
とが伸長状態で内面シート２および／または外面シート３に取り付けられている。また、
脚周り開口１７の縁部には、脚周り弾性部材１９が伸長状態で内面シート２および／また
は外面シート３に取り付けられている。連結手段１４Ｌ，１４Ｒは、おむつ１の幅を二等
分する中心線Ｃ－Ｃに関して後記図４に示されるように互いに対称を成すもので（図５を
併せて参照）、前胴周り域６の両側部１２それぞれの内面に取り付けられていて、メカニ
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カルファスナのフック部材２１を有している。後胴周り７の側部１３の内面には、前胴周
り域６におけるファスナ部材、即ちフック部材２１の相手方となるループ部材２２が取り
付けられている。おむつ１ではこれらフック部材２１とループ部材２２とを使用すること
によって、側部１２と側部１３とを剥離させたり再結合させたりすることができる。なお
、図のおむつ１では、胴周り弾性部材１８ａ，１８ｂと脚周り弾性部材１９とが収縮して
、胴周り開口１６と脚周り開口１７との周縁部にギャザー９ａ，９ｂ，９ｃが形成されて
いる。
【００１９】
　図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線切断面を示す図である。ただし、後胴周り域７の側部１３
とループ部材２２とが仮想線で示されており、そのループ部材２２はフック部材２１と結
合した状態で示されている。図において、内面シート２と外面シート３とは接着または溶
着により互いに接合している。連結手段１４Ｌは、シート状の支持部材２０と、接着剤等
の接合手段２３を使用してこの支持部材２０に取り付けられたフック部材２１とを含んで
いる。支持部材２０は、前胴周り域６の内面に接着剤２４を介して剥離不能に接合してい
る第１部分４１と、第１部分４１につながっていて前胴周り域６から後胴周り７にまで延
びておりフック部材２１が取り付けられている第２部分４２と、第２部分４２につながっ
ていて後胴周り域７から前胴周り域６にまで延びている第３部分４３とを有する。第１部
分４１と第２部分４２とは、接着または溶着により形成される第２接合域５２において剥
離不能に接合しており、第２部分４２と第３部分４３とは、接着または溶着により形成さ
れる第１接合域５１において剥離不能に接合している。かような支持部材２０は、おむつ
１の内面側にあって、着用者の肌に触れるものであるから、柔軟にして肌触りのよい不織
布や織布によって形成される。例えば不織布であれば、繊度１～５ｄｔｅｘを有する熱可
塑性合成繊維によって形成されていて坪量１０～７０ｇ／ｍ２を有するスパンボンド不織
布やエアスルー不織布、メルトボンド不織布等が使用される。かような不織布は、前後胴
周り域を連結するためのシート材料として必ずしも十分な強度を有するものではないが、
図示例の如く、第１接合域５１や第２接合域５２を介して互いに接合した状態で使用され
ることによって、連結手段１４としては十分な強度を有するものになる。例えば仮想線Ａ
で囲んだ第２接合域５２端部５２ａの近傍では、おむつ１を着用したときに支持部材２０
に作用する胴周り方向Ｐへの伸長力が端部５２ａ近傍の支持部材２０に集中する。しかし
、端部５２ａ近傍では、支持部材２０のうちの第２部分４２と第３部分４３とが第１接合
域５１を介して接合し、不織布が２枚重ねになっていて支持部材２０の強度を高め、支持
部材２０が容易に破断することがないようになっている。また、その端部５２ａの近傍で
は、支持部材２０の第１部分４１が接着剤２４を介して内面シート２に接合しているから
、支持部材２０はここにおいても容易に破断することがない。支持部材２０の第２部分４
２はまた、仮想線Ｂで囲んだフック部材２１の端部２１ａの近傍においても第１接合域５
１を介して第３部分４３に接合しているので、この端部２１ａ近傍に胴周り方向Ｐへの伸
長力が作用しても支持部材２０は容易に破断することがない。支持部材２０における第１
，第２接合域５１，５２は、支持部材２０に含まれる熱可塑性合成繊維の不織布を局部的
に溶着させることによって形成することができる。
【００２０】
　図２の連結手段１４Ｌはさらに、支持部材２０のうちの第１部分４１と第２部分４２と
をつなぐ折曲部位４６、第２部分４２と第３部分４３とをつなぐ折曲部位４７、および第
３部分４３の端部４３ａと第２部分４２との間の部位４８において、重なり合う支持部材
２０どうしが非接合状態にあって互いに離間可能に形成されている。これらの部位４６，
４７，４８においては、支持部材２０を形成していて互いに重なり合う不織布がそれぞれ
独立して柔軟に変形し得る状態にある。支持部材２０は、接着剤２４や第１接合域５１、
第２接合域５２、フック部材２１等の近傍部分が、これらの存在によって硬くなり、肌を
刺激することになりかねないのであるが、部位４６，４７，４８は、それらの部分による
肌への刺激をやわらげる緩衝材として作用している。それゆえ、このおむつ１では、連結
手段１４がおむつ１の内面側に取り付けられているにもかかわらず、連結手段１４によっ
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て肌を刺激するということがない。ただし、おむつ１において、部位４６や４７，４８が
緩衝材としての作用を必要としない場合には、その部位において支持部材２０どうしを接
合状態にすることもできる。
【００２１】
　図３は、図１のおむつ１を連続的に製造する工程の一部分を例示する図であって、図の
右方から左方へ向かう方向が機械方向ＭＤである。工程（１）では、その右方から、外面
シート３の連続体である第１ウエブ１０１が供給される。第１ウエブ１０１の内面には、
前胴周り弾性部材１８ａの連続体である第１弾性部材１１８ａと、後胴周り弾性部材１８
ｂの連続体である第２弾性部材１１８ｂと、脚周り弾性部材１９の連続体である第３弾性
部材１１９とが伸長状態で取り付けられている。
【００２２】
　工程（２）では、内面シート２の連続体である第２ウエブ１０２が機械方向ＭＤへ供給
され、第１ウエブ１０１の内面に接合されて、第１複合ウエブ１９１が形成される。
【００２３】
　工程（３）では、第１複合ウエブ１９１において、後の工程（８）で使用される切断予
定線１９２の線上の所要部位に、連結手段１４となるべき連結手段複合体１１４が第２ウ
エブ１０２に接合され、切断予定線１９２の両側の所要部位に一対のループ部材１２２が
接合される。連結手段複合体１１４には、複数のフック部材１２１が含まれている。なお
、一対のループ部材１２２は、切断予定線１９２をまたいでつながる１枚のループ部材に
代えることもできる。
【００２４】
　工程（４）では、体液吸収部材１０５が第２ウエブ１０２の所要部位に接合される。
【００２５】
　工程（５）では、連結手段複合体１１４の下方であって、隣り合う体液吸収部材１０５
と１０５との間において、第１複合ウエブ１９１が部分的に切り取られて、おむつ１の脚
周り開口１７となるべき円孔１９３が形成される。切り取られたシート片１９６は、工程
外へ取り出される。
【００２６】
　工程（６）では、第１複合ウエブ１９１が、その幅を二等分する中心線（図示せず）に
沿って、第２ウエブ１０２を内側にして、機械方向ＭＤに直交する交差方向ＣＤへ折り返
される。
【００２７】
　工程（７）では、第１複合ウエブ１９１に接合されている連結手段複合体１１４に含ま
れているフック部材１２１と、第１複合ウエブ１９１に接合されているループ部材１２２
とを重ね合わせて結合させ、第２複合ウエブ１９４を形成する。
【００２８】
　工程（８）では、切断予定線１９２において第２複合ウエブ１９４を切断して、個別の
おむつ１を得る。切断予定線１９２は、連結手段複合体１１４と、一対のループ部材１２
２と、円孔１９３とを機械方向ＭＤにおいて二等分するように交差方向ＣＤへ延びている
。工程（１）から（８）までの間において、第１，第２ウエブ１０１，１０２や第１，第
２複合ウエブ１９１，１９４には機械方向ＭＤへの適宜のテンションをかけて、第１複合
ウエブ１９１を工程（６）で折り返すときに切断予定線１９２が重なり合うように、また
、連結手段複合体１１４とループ部材１２２とが正確に重なり合うようにする。特に、工
程（５）から（７）の間では、第１複合ウエブ１９１に対するテンションを逐次高くして
、連結手段複合体１１４におけるフック部材１２１とループ部材１２２とをよく密着させ
て強く結合させておくと、おむつ１を後記図５の形状に保つことが容易である。
【００２９】
　図４は、図３におけるＩＶ－ＩＶ線切断面を示す図である。ただし、図では連結手段複
合体１１４のみが実線で示されており、その他の第１、第２ウエブ１０１，１０２やルー
プ部材１２２等が仮想線で示されている。また、図の上下方向において離間している底辺
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６２と中間辺６３との離間寸法は、特に誇張して示されている。連結手段複合体１１４は
、切断予定線１９２に関して対称に形成されており、切断予定線１９２での切断後に得ら
れる左半体１１４Ｌと右半体１１４Ｒとを含んでいる。これら両半体１１４Ｌ，１１４Ｒ

は、おむつ１における右側部の連結手段１４Ｒと左側部の連結手段１４Ｌとになる（図１
参照）。図４の連結手段複合体１１４は、シート状材料により形成された支持部複合体１
２０と、支持部複合体１２０に接合手段１２３によって取り付けられている一組のフック
部材１２１（図３参照）とを含んでいる。この連結手段複合体１１４の構造を右半体１１
４Ｒで見ると、次のとおりである。右半体１１４Ｒは、支持部複合体１２０の半体である
支持部１２０ＲがＺ字形に畳まれていて、頂辺６１と、底辺６２と、これら両辺６１，６
２をつなぐ中間辺６３とを有し、頂辺６１は、中間辺６３につながる頂部結合端部６６と
その対向端部であって切断予定線１９２に沿っての切断後には開放端となる頂部開放端部
６７とを有しており、底辺６２は、中間辺６３につながる底部結合端部６８とその対向端
部である底部開放端部６９とを有している。頂辺６１は、接着剤１２４を介して第２ウエ
ブ１０２に接合している。底辺６２には、接合手段１２３を介してフック部材１２１が接
合している。支持部１２０Ｒは、底部開放端部６９において折り返されていて、底辺６２
と中間辺６３とに沿って頂部結合端部６６に向かって延びていてこれら両辺６２，６３に
重なり合う裏打ち部１４３を形成している。かように畳まれている支持部１２０Ｒは、頂
辺６１と中間辺６３との対向面が胴周り方向Ｐにおいて少なくとも５ｍｍの長さを有する
上方接合域１５２において剥離不能に接合している。また、底辺６２と中間辺６３とのそ
れぞれが、胴周り方向Ｐに好ましくはこれら両辺６２，６３それぞれの長さよりも短い寸
法を有する下方接合域１５１において裏打ち部１４３と接合している。切断予定線１９２
で連結手段複合体１１４を切断したときには、図において右半体１１４Ｒの上方にある第
１、第２ウエブ１０１，１０２が図１のおむつ１の前胴周り域６を形成し、右半体１１４

Ｒの下方にある第１、第２ウエブ１０１，１０２が図１のおむつ１の後胴周り域７を形成
し、右半体１１４Ｒは図１における連結手段１４のうちの左側部の連結手段１４Ｌとなる
。なお、図４における左半体１１４Ｌは、右半体１１４Ｒとは対称な逆Ｚ字形に畳まれた
支持部１２０Ｌを含み、おむつ１の右側部の連結手段１４Ｒとして使用し得るものである
。この支持部１２０Ｌは、図３の工程において、おむつ１に隣接していてこのおむつ１に
先行して製造されるおむつにおいての連結手段１４Ｌとなる（図５参照）。このようにし
て、図３，４に基づいて得られるおむつ１では、胴周り方向Ｐにおいて同じ幅を有する前
後胴周り域６，７が重なり合った状態にある。このおむつ１を着用するときに、前後胴周
り６，７で図１の如き環を作るには、例えば図４の右半体１１４Ｒについて、底辺６２を
固定しておいて頂辺６１とこれと一体の中間辺６３とを仮想線Ｒの如く旋回させ、Ｚ字形
に畳まれていた支持部１２０Ｒの底辺６２と中間辺６３とをほぼ直状となるように伸展さ
せる。
【００３０】
　図５は、図３の工程におけるおむつ１のＶ－Ｖ線矢視図であり、おむつ１の幅を２等分
する中心線Ｃ－Ｃが併せて示されている。また、仮想線で示されたおむつ１の部分図は、
実線で示されたおむつ１に先行して製造されたものである。おむつ１は、胴周り弾性部材
１８ａ，１８ｂと脚周り弾性部材１９とが伸長状態にあり、同じ幅を有する前後胴周り域
６，７が重なり合うように畳まれていて、連結手段複合体１１４における左半体１１４Ｌ

と右半体１１４Ｒとを連結手段１４Ｒと連結手段１４Ｌとして含んでいる。連結手段１４

Ｌは、Ｚ字形に畳まれた支持部材２０を含んでいる。この状態にある支持部材２０の各部
の名称は、図４における支持部１２０Ｒの各部の名称に同じである。重なり合うおむつ１
の前後胴周り域６，７の間隔が図の上下方向へ大きくなるようにおむつ１を広げると、支
持部材２０における頂辺６１とこれと一体の中間辺６３とが底辺６２に対して緩やかに弧
を画くように、またはほぼ直状となるように伸展して、おむつ１が図１，２のごとき状態
になる。即ち、図４においての右半体１１４Ｒである図５においての連結手段１４Ｌは、
図２における連結手段１４Ｌとなる。したがって、これら右半体１１４Ｒと図２の連結手
段１４Ｌとにおける各部位は、次のように対応している。図４の右半体１１４Ｒにおける
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支持部１２０Ｒとフック部材１２１とは、図２の支持部材２０Ｒとフック部材２１とにな
る。図４の支持部１２０Ｒにおける頂辺６１は、図２の第１部分４１となり、図４の底辺
６２と中間辺６３とは、図２の第２部分４２となり、図４の裏打ち部１４３は図２の第３
部分４３となる。図４の上方接合域１５２と下方接合域１５１とは、図２の第２接合域５
２と第１接合域５１とになる。図４の頂部結合端部６６と底部開放端部６９とは図２の折
曲部位４６と折曲部位４７とになる。図４の右半体１１４Ｒの高さ方向において、上方接
合域１５２と下方接合域１５１とは裏打ち部１４３を介して重なり合っている。これら上
方接合域１５２と下方接合域１５１とが胴周り方向Ｐにおいて重なり合う寸法Ｌは、少な
くとも３ｍｍであることが好ましい。好ましいおむつ１において、胴周り弾性部材１８ａ
，１８ｂや脚周り弾性部材１９は、それらが収縮して連結手段１４やループ部材２２にし
わを作ることがないように、連結手段１４やループ部材２２と重なり合う部分において適
宜の処理が施される。例えば、図５において、前胴周り弾性部材１８ａは、連結手段１４

Ｌ，１４Ｒと重なり合う部分１８ａ’が非伸長状態で前胴周り域６に取り付けられたり、
熱処理等によって収縮不能な状態で前胴周り域６に取り付けられたりする。
【００３１】
　連結手段１４を形成している連結手段１４Ｌ，１４Ｒ、および連結手段複合体１１４を
形成している半体１１４Ｌ，１１４Ｒは、このようなものであるから、この連結手段複合
体１１４を使用する図３の工程によれば、連結手段１４をおむつ１の両側に設けるための
作業が簡単で、パンツ型おむつ１の連続的製造が容易になる。ただし、おむつ１は、図３
の工程に種々の変更を加えて生産することができるものでもある。例えば、工程（３）、
（４）、（５）は、これらの順序を適宜入れ替えることができる。連結手段複合体１１４
は、それが前胴周り域６ではなくて、後胴周り域７に取り付けられるようにすることもで
きる。ループ部材１２２は、これを工程（３）において第２ウエブ１０２に取り付けるの
ではなく、連結手段複合体１１４のフック部材１２１に結合させておき、工程（６）で第
１複合ウエブ１９１が折り返された後に、ループ部材１２２と向かい合っている第２ウエ
ブ１０２に取り付けるようにすることもできる。
【００３２】
　図６は、連結手段複合体１１４の一例を示す図４と同様な図である。この連結手段複合
体１１４では、裏打ち部１４３が、一連を成す頂辺６１、中間辺６３、底辺６２とは別体
のシート材料によって形成されている。底部開放端部６９の近傍から頂部結合端部６６に
向かって延びる裏打ち部１４３は、底部開放端部６９につながることなく、下方接合域１
５１の端部１５１ｂから水平方向へ延出している。この連結手段複合体１１４の右半体１
１４Ｒから得られる連結手段１４Ｌは、かような裏打ち部１４３を有するものではあるが
、この裏打ち部１４３もまた、図２の第２部分４２と同様に、連結手段１４Ｌに作用する
伸長力に対しての強度を向上させることが可能であり、また、図２における第１接合域５
１となる下方接合域１５１の端部１５１ｂやフック部材１２１の端部がおむつ着用者の肌
に触れることを防ぎ、これらの端部による肌への刺激を和らげる緩衝材としても作用する
。裏打ち部１４３に使用するシート材料に格別の規定はないが、支持部複合体１２０を形
成する不織布が吸汗性の低いものである場合には、そのシート材料として吸汗性の高いも
のを使用すると、おむつ１を着用したときに連結手段１４が肌に密着してもあせもを発生
することがない。
【００３３】
　図７もまた、連結手段複合体１１４の一例を示す図４と同様な図である。この連結手段
複合体１１４における右半体１１４Ｒでは、それを形成している支持部複合体１２０のう
ちの支持部１２０Ｒが、底辺６２の底部開放端部６９の近傍において下向きに折り返され
て頂部結合端部６６に向かって延びていて、底辺６２と中間辺６３とを図の如くに覆う重
ね合わせ部２４３を有する。重ね合わせ部２４３は、上方接合域１５２において頂辺６１
に接合しており、また、下方接合域１５１において底辺６２と中間辺６３とに接合してい
る。下方接合域１５１と上方接合域１５２とは、寸法Ｌだけ重なり合っており、好ましい
右半体１１４Ｒにおける寸法Ｌは少なくとも３ｍｍの長さを有する。重ね合わせ部２４３
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には、フック部材１２１が接合手段１２３を介して取り付けられている。底辺６２と中間
辺６３とは、粘着や溶着による仮止め用手段７２を介して剥離可能に接合している。仮止
め用手段７２は、おむつ１の製造過程においてＺ字形に畳まれている支持部１２０Ｒの形
状を保つためのもので、おむつ１を着用するときには底辺６２と中間辺６３とを簡単に剥
離することができる程度の接合強度を有している。かように形成されている右半体１１４

Ｒから得られる連結手段１４Ｌは、図４において得られる連結手段１４Ｌと同様な作用効
果を有する。即ち、支持部１２０Ｒは、連結手段１４Ｌにおいて緩衝材になり得るもので
あり、重ね合わせ部２４３は、図４における裏打ち部１４３とは底辺６２と中間辺６３と
に対する接合の態様が異なっている他に、頂辺６１に対しても接合しているが、裏打ち部
１４３と同様に底辺６２と中間辺６３とに対する補強効果を有している。また、フック部
材１２１は、重ね合わせ部２４３に対して接合してはいても、その重ね合わせ部２４３は
下方接合域１５１を介して底辺６２と一体になっているから、実質的には底辺６２に接合
しているものである。なお、図７の態様の頂辺６１は、上方接合域１５２を介して重ね合
わせ部２４３に接合しているが、この態様を頂辺６１が重ね合わせ部２４３と中間辺６３
とに接合するものに代えることも可能である。
【００３４】
　この発明において、連結手段１４を形成するファスナ部材には、図示例で使用のフック
部材２１に代えてループ部材や粘着剤を使用することができる。そして、フック部材２１
の相手方であったループ部材２２をフック部材や粘着剤の相手方となる接合面に代えるこ
とができる。また、フック部材２１と内面シート２とが結合と剥離とを繰り返すことがで
きるものである場合には、フック部材２１の相手方として、ループ部材２２に代えて内面
シート２を使用することも可能である。おむつ１における連結手段１４の上下方向の寸法
や幅方向の寸法に格別の規定はなく、例えば上下方向の寸法を前後胴周り側部１２，１３
の長さに合わせたり、その長さよりも短くしたりすることができる。フック部材２１は、
図示例の如くに上下に２分割して使用する他に、３分割以上にして使用したり、分割する
ことなく一連のものとして使用したりすることも可能である。連結手段１４は、図示例の
前胴周り域６に代えて後胴周り域７に使用することもできる。使い捨てのおむつ１を例に
とって説明したこの発明は、トレーニングパンツや失禁患者用パンツ等の各種のパンツに
おいて実施することができる。なお、図４に例示の支持部１２０Ｒの底部開放端部６９は
、それに裏打ち部１４３がつながっているが、図６に例示の如くその裏打ち部１４３とは
切り離すことができるという意味を含むことによって、開放端部と呼ばれている。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　この発明によれば、連結手段が簡単に破断することのない着用物品の製造が可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】使い捨ておむつの部分破断斜視図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線切断面を示す図。
【図３】おむつの製造工程図。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線切断面を示す図。
【図５】図３のＶ－Ｖ線矢視図。
【図６】連結手段複合体の一例を示す図４と同様な図。
【図７】連結手段複合体の他の一例を示す図４と同様な図。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　着用物品（使い捨ておむつ）
　６　　前胴周り域
　７　　後胴周り域
　１２　　側部
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　１３　　側部
　１４，１４Ｌ，１４Ｒ　　連結手段
　２０　　支持部材
　２１　　ファスナ部材（フック部材）
　４３　　重ね合わせ部（裏打ち部）
　５１　　第１接合域
　５２　　第２接合域
　６１　　頂辺
　６２　　底辺
　６３　　中間辺
　６６　　頂部結合端部
　６７　　頂部開放端部
　６８　　底部結合端部
　６９　　底部開放端部
　１４３　　裏打ち部
　１５１　　下方接合域
　１５２　　上方接合域
　２４３　　重ね合わせ部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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